
番号 路線名 場所
延長
（ｍ）

期間及び
時間

管轄警察署

1 町道
三浦郡葉山町一色２５１６先から三浦郡葉山町一
色２４００先まで

約750 終日 葉山警察署

2
町道及び
市道

三浦郡葉山町長柄１４６１－１３２先から逗子市
桜山６－１３２６－２９先まで

約260 終日
葉山警察署
逗子警察署

3 町道
三浦郡葉山町堀内３８０－４先から三浦郡葉山町
堀内３７７先まで

約45
７時から
９時まで

葉山警察署

4 町道
三浦郡葉山町堀内８８４先から三浦郡葉山町堀内
８８６－１先まで

約40
７時から
９時まで

葉山警察署

5 町道
三浦郡葉山町堀内２０１１先から三浦郡葉山町堀
内２０２７先まで

約170

６時から９
時まで及び
１３時から
１６時まで

葉山警察署

葉山警察署管内

自転車に対する一方通行規制解除一覧

葉山警察署管内図

この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。


